
村長選挙に岩澤吉美氏が当選

県議会議員・県知事選挙 午前７時から午後８時まで

2 期目の任期がスタート

当選証書を受取る岩澤吉美氏

　神
奈
川
県
議
会
議
員
お
よ
び
神
奈
川
県
知
事

選
挙
の
投
票
が
、
４
月
９
日
（日）
に
行
わ
れ
ま
す
。

　投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら
午
後
８
時
ま

で
で
す
。
県
の
将
来
を
託
す
代
表
者
を
選
ぶ
大

切
な
選
挙
で
す
の
で
、
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
所

※

投
票
所
入
場
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る
投
票
所

で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

投
票
所
入
場
券

　投
票
所
入
場
券
（
１
人
１
枚
）
は
、
世
帯
ご

と
に
封
筒
に
入
れ
て
発
送
し
ま
す
。
投
票
日
ま

た
は
期
日
前
投
票
の
際
に
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　な
お
、
入
場
券
が
な
い
場
合
で
も
投
票
で
き

ま
す
の
で
、
投
票
所
の
係
員
に
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

期
日
前
投
票

　投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
、
出
産
な
ど
の
理
由

で
、
投
票
所
で
投
票
が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ

る
方
は
、
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

３
月
24
日
（金）
〜
４
月
８
日
（土）
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
８
時※

県
議
は
４
月
1
日
（土）
か
ら

役
場
庁
舎
４
階
・
住
民
セ
ン
タ
ー
集
会
室

投
票
所
入
場
券
持
参
（
届
い
て
い
な
い
方
は

不
要
で
す
）

指
定
病
院
な
ど
で
の
不
在
者
投
票

　都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
病

院
や
福
祉
施
設
な
ど
に
入
院（
所
）中
の
方
で
、投

票
所
で
の
投
票
が
で
き
な
い
方
は
、施
設
で
不
在

者
投
票
が
で
き
ま
す
。

他
市
町
村
で
の
不
在
者
投
票

　長
期
出
張
な
ど
で
遠
隔
地
に
滞
在
し
て
い
る

た
め
、
投
票
所
で
の
投
票
が
で
き
な
い
方
は
、

滞
在
さ
れ
て
い
る
市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会

で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
の
で
、
村
選
挙
管

理
委
員
会
宛
て
に
投
票
用
紙
を
請
求
し
て
く
だ

さ
い
（
請
求
書
は
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

得
可
）。

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票

　郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
る
方

は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
り
身
体
障
害
者

手
帳
が
交
付
さ
れ
て
い
る
方
と
、
戦
傷
病
者
特

別
援
護
法
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
が
交
付
さ
れ

て
い
る
方
の
う
ち
、
そ
の
障
害
が
一
定
程
度
の

も
の
に
該
当
さ
れ
る
方
、
ま
た
は
介
護
保
険
法

に
よ
り
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
要
介
護
状

態
区
分
が
「
要
介
護
５
」
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。

　ま
た
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
上
肢
ま
た
は
視

覚
の
障
害
の
程
度
が
１
級
の
方
や
戦
傷
病
者
手

帳
の
上
肢
ま
た
は
視
覚
の
障
害
の
程
度
が
特
別

項
症
か
ら
第
２
項
症
ま
で
の
方
は
、
代
理
記
載

人
に
投
票
に
関
す
る
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

※

郵
便
な
ど
に
よ
る
投
票
や
代
理
記
載
制
度
を

利
用
す
る
に
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
で
の
事
前

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

選
挙
公
報

　選
挙
公
報
は
、
新
聞
折
込
み
の
ほ
か
、
役
場
や

村
内
の
公
共
施
設
に
据
え
置
き
ま
す
。

　な
お
、
新
聞
折
込
み
で
届
か
な
い
方
な
ど
は
、

各
公
共
施
設
で
入
手
し
て
い
た
だ
く
か
、
選
挙

管
理
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
治
療
中
な
ど

の
方
も
投
票
で
き
ま
す

　宿
泊
施
設
や
ご
自
宅
な
ど
で
療
養
し
、一
定
の

要
件
に
該
当
す
る
方（
濃
厚
接
触
者
の
方
は
対
象

外
）は
、「
特
例
郵
便
等
投
票
」が
で
き
ま
す
。

※

４
月
５
日（
水
）ま
で
に（
村
選
挙
管
理
委
員
会
必

着
）、投
票
用
紙
な
ど
の
請
求
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

４月9日日
期場他

　清
川
村
長
選
挙
は
、１
月
31
日
に
告
示

さ
れ
、同
日
、立
候
補
の
受
付
が
さ
れ
ま
し

た
が
、届
出
が
岩
澤
吉
美
氏（
66
）の
立
候

補
の
み
で
あ
っ
た
た
め
無
投
票
と
な
り
、

２
月
5
日
に
開
催
さ
れ
た
選
挙
会
で
岩
澤

氏
の
当
選
が
決
定
し
ま
し
た
。

　翌
6
日
、
午
前
10
時
か
ら
当
選
証
書
付

与
式
が
役
場
庁
舎
２
階
・
政
策
審
議
室
で

開
か
れ
、
当
選
を
果
た
し
た
岩
澤
氏
に
、

大
浦
文
次
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
か
ら

当
選
証
書
が
付
与
さ
れ
ま
し
た
。

　岩
澤
氏
は
、
２
期
目
の
任
期
の
ス
タ
ー

ト
に
あ
た
り
、「
村
民
の
声
を
大
切
に
し

て
、
全
て
の
村
民
が
こ
の
村
に
住
ん
で
良

か
っ
た
、
こ
れ
か
ら
も
村
に
住
み
続
け
た

い
と
思
う
村
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
た

い
」
と
抱
負
を
語
ら
れ
ま
し
た
。
な
お
、

任
期
は
、
２
月
17
日
か
ら
令
和
9
年
２
月

16
日
ま
で
の
４
年
間
と
な
り
ま
す
。
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問

■神奈川県知事選挙の場合
区分 届け出などの時期 投票の場所など
住所を変えず投票日まで村内に住んでいる方 清川村で投票できます。

令和４年12月22日までに転入届を
出した方 清川村で投票できます。

令和４年12月23日から令和4年
12月30日までに転入届を出した方

♦県外からの転入者
令和5年3月30日以降は清川村で投票可能ですが、令和5年3月29日以前は投票
できません。
♦県内からの転入者
令和5年3月29日以前は次の全てに該当する場合、前住所地で投票できます。
・前住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている。
・令和4年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に前住所地
の市区町村を転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。
  令和5年3月30日以降は清川村で投票できます。

令和４年12月31日以降に転入届を出
した方

♦県外からの転入者
今回の選挙では投票できません。
♦県内からの転入者
次の全てに該当する場合、前住所地で投票できます。清川村では、投票できません。
・前住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている。
・令和４年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に前住所地
の市区町村を転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。

令和４年12月22日までに新住所地
の市区町村へ転入届を出した方 新住所地で投票できます。

令和４年12月23日から令和４年
12月30日までに新住所地の市区町村へ
転入届を出した方

♦県外への転出者
今回の選挙では投票はできません。
♦県内の他市町村への転出者
令和５年3月29日以前は次の全てに該当する場合、清川村で投票できます。
・清川村の選挙人名簿に登録されている。
・令和４年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に清川村を
転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。
 令和5年3月30日以降は新住所地で投票できます。

令和４年12月31日以降に新住所地
の市区町村に転入届を出した方

♦県外への転出者
今回の選挙では投票はできません。
♦県内の他市町村への転出者
次の全てに該当する場合、清川村で投票できます。新住所地では投票できません。
・清川村の選挙人名簿に登録されている。
・令和４年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に清川村を
転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。

■神奈川県議会議員選挙の場合
区分 届け出などの時期 投票の場所など
住所を変えず投票日まで村内に住んでいる方 清川村で投票できます。

令和４年12月30日までに転入届を出した方 清川村で投票できます。

令和４年12月31日以降に転入届を出
した方

♦県外からの転入者
今回の選挙では投票できません。
♦県内の他の市町村からの転入者
次の全てに該当する場合、前住所地で投票できます。清川村では投票できません。
・前住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている。
・令和４年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に前住所地
の市区町村を転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。

令和４年12月30日までに新住所地
の市区町村へ転入届を出した方 新住所地で投票できます。

令和４年12月31日以降に新住所地
の市区町村に転入届を出した方

♦県外への転出者
今回の選挙では投票はできません。
♦県内の他市町村への転出者
次の全てに該当する場合、清川村で投票できます。新住所地では投票できません。
・清川村の選挙人名簿に登録されている。
・令和４年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に清川村を
転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。

　今回の選挙で投票できる人は、次のとおりで、いずれも平成17年４月10日以前に生まれた方が対象です。
　　　に該当する場合は投票できません。

方
た
し
出
を
届
入
転
へ
村
川
清

方
た
し
出
を
届
入
転
へ
村
川
清

方
た
し
出
を
届
出
転
へ
村
川
清

方
た
し
出
を
届
出
転
へ
村
川
清

選挙管理委員会事務局☎（288）1212
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問

■神奈川県知事選挙の場合
区分 届け出などの時期 投票の場所など
住所を変えず投票日まで村内に住んでいる方 清川村で投票できます。

令和４年12月22日までに転入届を
出した方 清川村で投票できます。

令和４年12月23日から令和4年
12月30日までに転入届を出した方

♦県外からの転入者
令和5年3月30日以降は清川村で投票可能ですが、令和5年3月29日以前は投票
できません。
♦県内からの転入者
令和5年3月29日以前は次の全てに該当する場合、前住所地で投票できます。
・前住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている。
・令和4年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に前住所地
の市区町村を転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。
  令和5年3月30日以降は清川村で投票できます。

令和４年12月31日以降に転入届を出
した方

♦県外からの転入者
今回の選挙では投票できません。
♦県内からの転入者
次の全てに該当する場合、前住所地で投票できます。清川村では、投票できません。
・前住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている。
・令和４年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に前住所地
の市区町村を転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。

令和４年12月22日までに新住所地
の市区町村へ転入届を出した方 新住所地で投票できます。

令和４年12月23日から令和４年
12月30日までに新住所地の市区町村へ
転入届を出した方

♦県外への転出者
今回の選挙では投票はできません。
♦県内の他市町村への転出者
令和５年3月29日以前は次の全てに該当する場合、清川村で投票できます。
・清川村の選挙人名簿に登録されている。
・令和４年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に清川村を
転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。
 令和5年3月30日以降は新住所地で投票できます。

令和４年12月31日以降に新住所地
の市区町村に転入届を出した方

♦県外への転出者
今回の選挙では投票はできません。
♦県内の他市町村への転出者
次の全てに該当する場合、清川村で投票できます。新住所地では投票できません。
・清川村の選挙人名簿に登録されている。
・令和４年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に清川村を
転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。

■神奈川県議会議員選挙の場合
区分 届け出などの時期 投票の場所など
住所を変えず投票日まで村内に住んでいる方 清川村で投票できます。

令和４年12月30日までに転入届を出した方 清川村で投票できます。

令和４年12月31日以降に転入届を出
した方

♦県外からの転入者
今回の選挙では投票できません。
♦県内の他の市町村からの転入者
次の全てに該当する場合、前住所地で投票できます。清川村では投票できません。
・前住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている。
・令和４年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に前住所地
の市区町村を転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。

令和４年12月30日までに新住所地
の市区町村へ転入届を出した方 新住所地で投票できます。

令和４年12月31日以降に新住所地
の市区町村に転入届を出した方

♦県外への転出者
今回の選挙では投票はできません。
♦県内の他市町村への転出者
次の全てに該当する場合、清川村で投票できます。新住所地では投票できません。
・清川村の選挙人名簿に登録されている。
・令和４年12月9日（期日前投票の場合は、投票する日の４カ月前）以降に清川村を
転出した。
・投票の際、市区町村長が発行する「引き続き証明書」の提示が必要です。

　今回の選挙で投票できる人は、次のとおりで、いずれも平成17年４月10日以前に生まれた方が対象です。
　　　に該当する場合は投票できません。

方
た
し
出
を
届
入
転
へ
村
川
清

方
た
し
出
を
届
入
転
へ
村
川
清

方
た
し
出
を
届
出
転
へ
村
川
清

方
た
し
出
を
届
出
転
へ
村
川
清
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